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理事研究員　清水徹朗

ゲノム編集食品の可能性と懸念

基配列が生物の性質を決定していることを意
味する。
したがって、DNAの一部を改変、あるいは

別の遺伝子を挿入すれば、その生物は新たな
性質を獲得することになる。そして、90年代
より農業分野において遺伝子組み換えが実用
化され、現在では米国をはじめ多くの国でト
ウモロコシ、大豆等の遺伝子組み換え作物が
栽培されている。
しかし、遺伝子組み換えは、①生態系への

影響、②食品としての安全性、③大企業によ
る農業（種子）支配などの問題点が指摘されて
おり、生物多様性影響評価、食品安全性評価
は行われているものの、消費者の懸念や環境
団体からの批判は消えておらず、推進派との
対立が続いている。
現在、世界で栽培されている遺伝子組み換

えの大豆、トウモロコシ、ナタネ、綿花などは
主に加工用、飼料用であり、日常的に直接口に
入る米や小麦では遺伝子組み換えは導入され
ておらず、家畜の遺伝子組み換えも実用化に
至っていない。また、日本は米国等から遺伝子
組み換えのトウモロコシ、大豆を大量に輸入
しているが、日本国内で生産・販売されている
のは観賞用の花（青いバラ等）のみである。

3　画期的なクリスパーによるゲノム編集
これまでの遺伝子組み換えでは、アグロバ

クテリウム（微生物）やパーティクルガン（金属
微粒子）によって遺伝子を注入していたが、こ
れらの方法では導入しようとする遺伝子がど
こに入ったのかは不明であり効率も悪かった。

1　新たな段階に入った生命科学
人類にとって「生命」は「宇宙」「心」ととも

に長きにわたって未解決の問題であり、かつ
ては神話や宗教のなかで語られ、また古代（ギ
リシャ、インド、中国）より多くの哲学者が様々
な解釈を行ってきた。しかし、物理学を中心
とする近代科学の発展によって、それまで神
秘のベールに包まれていた現象が「科学的」
に解明されるようになり、またそれが「技術」
として現実社会に活用されるようになった。
生物学においても同様であり、細胞の発見、

ダーウィン進化論、メンデル遺伝法則などに
よって生命現象の解明が進み、とりわけ遺伝
子DNAの二重らせん構造（1953）とタンパク質
生成メカニズム（60年代）の発見を核とする分
子生物学の成立は、生命現象を分子レベルで
明らかにしたという意味で画期的であった。
その後、人類は遺伝子の人為的な形質転換

（組み換え）に成功し、人間の全遺伝子（ヒトゲ
ノム）の解読も完了した。さらに近年では、
iPS細胞が作製され、またより高い精度で遺伝
子を操作できるゲノム編集技術が開発される
など、生命科学は新たな段階に入っている。

2　遺伝子組み換え技術の開発と利用
分子生物学は、遺伝子の本体がDNA（デオ

キシリボ核酸）という巨大分子であること、
DNAの塩基配列（A、G、C、T）がアミノ酸（20
種類）の配列を決定し、そのアミノ酸配列がタ
ンパク質そのものであることを明らかにした。
人間を含む生物の生命活動を担っているのは
タンパク質であるため、このことはDNAの塩
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しかし、その後、人工制限酵素ジンクフィン
ガーヌクレアーゼ（ZFN）やTALENによるゲ
ノム編集技術が開発され、標的とするDNAの
改変が可能になった。
ただし、ZFNとTALENはいずれも高コス

トで高い技術を必要とするものであり、こう
したなかで2012年にシャルパンティエとダウ
ドナという二人の女性研究者によって開発さ
れたクリスパー・キャス９（CRISPR/Cas９）は、
簡便で安価なゲノム編集技術として衝撃をも
って迎えられた。クリスパー・キャス９は、
古細菌がウィルスから身を守るための免疫機
構を利用しRNAを使ったゲノム編集の方法で
あり、改変したい遺伝子の塩基配列（約20塩基）
に対応するガイドRNAを設計すれば標的とす
るDNAを切断することができ（ノックアウト）、
また導入したい遺伝子を狙った部分に組み込
むことも可能である（ノックイン）。

4　ゲノム編集食品のリスクと規制
クリスパー・キャス９の発表後、ゲノム編

集の研究は急速に進展し、既に米国において
ゲノム編集によって新たな性質を付与された
食品（高オレイン酸大豆）が開発されている。さ
らに、現在、ゲノム編集によって、特別の機
能性成分を多く含むトマト、有毒物質を生成
しないジャガイモ、アレルギー成分を含まな
い小麦、肉付きのよい牛・魚などの開発が検
討されている。
ゲノム編集食品の推進者は、ゲノム編集によ

って起きる遺伝子改変は自然界で起きている
突然変異と変わらず、従来の品種改良の延長
線上にあると主張しているが、誤ったDNAの
切断（オフターゲット）やマーカー遺伝子の残留
などが指摘されており、欧州司法裁判所は、ゲ
ノム編集は従来の遺伝子組み換えと同様の規
制対象とすべきとの判断を示した（2018年７月）。

こうした世界の動向を受け日本政府も対応
が迫られ、環境省・農林水産省と厚生労働省
は、外部から遺伝子を導入しないゲノム編集
は遺伝子組み換えとみなさず、カルタヘナ法
（生物多様性）や食品衛生法（食品安全性）の対象
としないという方針を示し、また消費者庁は
ゲノム編集食品の表示を義務付けないことと
した（ただし外来遺伝子が残存する場合は遺伝子
組み換えと同じ対応が必要）。政府はゲノム編
集食品の開発者に情報の提供（届出）を求めて
いるが、義務ではなく、国民の十分な理解が
ない状況のなかでの今回の性急な決定は、消
費者の疑念と不安を招いている。

5　課題と展望
ゲノム編集は遺伝子操作の革新をもたらし

たという意味で画期的な技術であるが、ゲノ
ム編集によって人間の遺伝子を操作し人為的
に特別な能力を持った人間（デザイナーベイビ
ー）を生み出すことも可能だとされており、生
命倫理上の問題が提起されている。また、有
毒物質を作製しバイオテロや生物兵器に悪用
される危険性もあり、ゲノム編集の研究・利
用に関しては国際的な規制とルールが必要で
ある。
ゲノム編集を含む近年の生命科学の進展

は、AI（人工知能）、量子コンピューターとと
もに目覚ましいものがあり、人類が現在抱え
ているエネルギー問題、地球温暖化問題、医
療等の困難な課題の解決に寄与するものと期
待されている。しかし、人類は生命現象を全
て解明したわけではなく、ゲノム編集も発展
途上の技術であり過大評価すべきではなく、
農林水産業、食品への応用は慎重に進めるべ
きで、そのためにも十分な論議・検証と国民
理解が不可欠であろう。

（しみず　てつろう）
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